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I 研究水準（分析項目ごとの水準及び判断理由） 

 

1. 研究活動の状況 

 平成 16～19 年度に係る現況分析結果は、以下のとおりであった。 

 

［判定］ 

期待される水準を上回る 

 

［判断理由］ 

 「研究活動の実施状況」のうち、研究の実施状況については、研究院の研究遂行のため、

適切に部門を配置するとともに、総合企画委員会を置くことにより、研究の統合が図られ

ていることで、共同プロジェクトの実施体制は高い水準にある。研究資金の獲得状況につ

いては、科学研究費補助金の獲得状況が、平成 19 年度において、件数が 38 件、金額が１

億円弱であり、件数、金額とも相当の水準であることなどは、優れた成果である。 

 以上の点について、法学部・法学研究院の目的・特徴を踏まえつつ総合的に勘案した結

果、研究活動の状況は、法学部・法学研究院が想定している関係者の「期待される水準を

上回る」と判断される。 

 

 上記について、平成 20 年度及び平成 21 年度に係る現況を分析した結果、平成 16～19 年

度の評価結果（判定）を変えうるような顕著な変化が認められないことから、判定を第１

期中期目標期間における判定として確定する。 

 

 

2. 研究成果の状況 

 平成 16～19 年度に係る現況分析結果は、以下のとおりであった。 

 

［判定］ 

期待される水準にある 

 

［判断理由］ 

 「研究成果の状況」について、必ずしも業績の判定結果が高いとは言えないが、学術面

では、多様な法文化法制度に関する理論的歴史的動態的な研究の項目をはじめとして各項

目について数多く生産されており、一定の貢献をしていると判断できる。社会、経済、文

化面では、調停、企業不祥事などに対応する著作において研究業績が発表されており、新

領域を含めた課題に取り組むなどの相応な成果がある。 

 以上の点について、法学部・法学研究院の目的・特徴を踏まえつつ総合的に勘案した結
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果、研究成果の状況は、法学部・法学研究院が想定している関係者の「期待される水準に

ある」と判断される。 

 

 上記について、平成 20 年度及び平成 21 年度に係る現況を分析した結果、平成 16～19 年

度の評価結果（判定）を変えうるような顕著な変化が認められないことから、判定を第１

期中期目標期間における判定として確定する。 

 

 

II 質の向上度 

 

1．質の向上度 

 平成 16～19 年度に係る現況分析結果は、以下のとおりであった。 

 

［判定］ 

相応に改善、向上している 

 

［判断理由］ 

 「大きく改善、向上している」と判断された事例が１件、「相応に改善、向上している」

と判断された事例が１件であった。 

 

 上記について、平成 20 年度及び平成 21 年度に係る現況を分析した結果、平成 16～19 年

度の評価結果（判定）を変えうるような顕著な変化が認められないことから、判定を第１

期中期目標期間終了時における判定として確定する。 

 

研究 3-3 


	【77】九州大学_研究_目次
	01_文学部・人文科学研究院
	02_教育学部・人間環境学研究院
	03_法学部・法学研究院
	04_経済学部・経済学研究院
	05_理学部・理学研究院
	06_医学部・医学研究院
	07_歯学部・歯学研究院
	08_薬学部・薬学研究院
	09_工学部・工学研究院
	10_芸術工学部・芸術工学研究院
	11_農学部・農学研究院
	12_比較社会文化研究院
	13_言語文化研究院
	14_数理学研究院
	15_システム情報科学研究院
	16_総合理工学研究院
	17_生体防御医学研究所
	18_応用力学研究所
	19_先導物質化学研究所
	20_情報基盤研究開発センター



